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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】平成22年8月26日(2010.8.26)
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【手続補正書】
【提出日】平成22年7月8日(2010.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　図３に示すのは、近位端４４と主部７６とを有する分岐ガイドワイヤアセンブリ７２で
ある。ガイドワイヤ主部７６の遠位部には結合部７８があり、ガイドワイヤ先端部８０と
ガイドワイヤ逆向き部８２を区切っている。ガイドワイヤ先端部は先端チップ４０を有し
、またガイドワイヤ逆向き部は逆向きチップ４２を有する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　図４Ａは第１カテーテルアセンブリ（図２Ａの５２Ａ）と分岐ガイドワイヤアセンブリ
（図３の７２）の合体状況を示す。図２Ａ、３及び４Ａを参照すると、分岐ガイドワイヤ
アセンブリ７２は第１カテーテルアセンブリ５２Ａ内にある。頂点開口部６２Ａからは分
岐ガイドワイヤ結合部７８がガイドワイヤ先端部８０と共に突き出ている。分岐ガイドワ
イヤポート５６からは分岐ガイドワイヤの近位端４４が、また第１カテーテルの逆向き部
からはガイドワイヤの逆向きチップ４２が、それぞれ突き出ている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　同様に、図４Ｂは好ましい実施形態の第１カテーテルアセンブリ（図２Ｂの５２Ｂ）と
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分岐ガイドワイヤアセンブリ（図３の７２）の合体状況を示す。図２Ｂ、３及び４Ｂを参
照すると、分岐ガイドワイヤアセンブリ７２は第１カテーテルアセンブリ５２Ｂ内にある
。頂点開口部６２Ｂからは分岐ガイドワイヤ結合部７８がガイドワイヤ先端部８０と共に
突き出ている。分岐ガイドワイヤポート５６からは分岐ガイドワイヤの近位端４４が、ま
た第１カテーテルの逆向き部からはガイドワイヤの逆向きチップ４２が、それぞれ突き出
ている。チューブ対チューブ結合部７０は、展開ライン５８がその作動時に両チューブ又
は頂点開口部に対して摺動しやすいよう、減摩コンポーネント又は機構を含むようにして
もよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　図５に示すのは、側枝装具部６６と側枝装具－頂点開口部間隔６８とを含む逆向き部６
４の部分断面図である。分岐ガイドワイヤ７２の逆向きチップ４２がオリーブ８８から出
ている。側枝収容部９４には拘束された自己拡張型側枝装具９０が位置する。側枝装具９
０は拘束シース９２により圧縮状態で保持されている。拘束シースには側枝装具展開ライ
ン５８が取り付けられ又は一体化されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　同様に、図６Ｂは第２カテーテルアセンブリ３４Ｂの別の実施形態を示す。第２カテー
テル本体９６の遠位端は、少なくとも１つの本体／回収チューブ結合部材１０２で回収チ
ューブ部１００に結合してある。したがって、本体９６と回収チューブ１００は結合部材
１０２により隔てられかつ結合されている。本体と回収チューブの間のすき間は開口部９
８を形成するが、これは図６Ａの開口部９８と機能的に類似する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　展開手順２
　図１１Ａ及び１１Ｂは分岐ガイドワイヤ逆向きチップ４２が側枝管５０の中に、矢印１
１０で示す方向に沿って送り込まれるところを示す。ガイドワイヤ逆向きチップ４２は、
ガイドワイヤ近位端４４を（矢印１１２で示す方向へと）引くことによって送り込まれる
。ガイドワイヤ近位端４４が引かれるとき、２つのハブアセンブリ３６、３８は動かない
ように保持される。ガイドワイヤ近位端が引かれると、ガイドワイヤ先端チップ４０は頂
点開口部６２Ｂに向かって、矢印１１４で示す方向へと移動する。そのためガイドワイヤ
逆向きチップ４２は側枝管５０の中に、矢印１１０で示す方向へと、送り込まれる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
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【請求項１】
　遠位端に側枝管部を有する第１カテーテル；
　第１カテーテルの周りに取り付けた、遠位端に主管部を有する第２カテーテル；
　第１カテーテルの側枝管部に取り付けた側枝管装具；
　第２カテーテルの主管部に取り付けた主管装具；及び
　第１カテーテル内を摺動自在に動くよう構成された、少なくとも２つの遠位チップを備
える分岐ガイドワイヤ；
　を備えた鋭角分枝型ステントグラフト用インターベンショナルデリバリーシステムであ
って、主管装具と側枝管装具が治療部位に同時に送達されることを特徴とするインターベ
ンショナルデリバリーシステム。
【請求項２】
　第１カテーテルの遠位端の一部分が折り返されている請求項１に記載のインターベンシ
ョナルデリバリーシステム。
【請求項３】
　側枝管部が第１カテーテルの折り返された部分を含んでなる請求項２に記載のインター
ベンショナルデリバリーシステム。
【請求項４】
　分岐ガイドワイヤが第１カテーテル内にある請求項２に記載のインターベンショナルデ
リバリーシステム。
【請求項５】
　分岐ガイドワイヤは分岐ガイドワイヤを引くことにより第１カテーテルの側枝管部を通
して進められる請求項４に記載のインターベンショナルデリバリーシステム。
【請求項６】
　第１カテーテル、第２カテーテル及び分岐ガイドワイヤが同時に治療部位に送達される
ように構成された請求項４に記載のインターベンショナルデリバリーシステム。
【請求項７】
　第１カテーテル、第２カテーテル及び分岐ガイドワイヤが少なくとも部分的には互いに
独立に動かせる請求項４に記載のインターベンショナルデリバリーシステム。
【請求項８】
　複数の装具が第１カテーテルに取り付けられている請求項１に記載のインターベンショ
ナルデリバリーシステム。
【請求項９】
　第１カテーテルが複数の遠位端を有し、鋭角分枝管への脈管装具の送達を可能にする請
求項８に記載のインターベンショナルデリバリーシステム。
【請求項１０】
　第２カテーテルが第２カテーテル遠位端近くの側壁に開口部を有し、第１カテーテルの
側枝管部を通すことを可能にする請求項１に記載のインターベンショナルデリバリーシス
テム。
【請求項１１】
　遠位端に側枝管部を有する第１カテーテル；
　第１カテーテルの周りに取り付けた、遠位端に主管部を有する第２カテーテル；
　第１カテーテルの側枝管部に取り付けた側枝管装具；を備えるインターベンショナルデ
リバリーシステムであって、主管部と側枝管装具が同時に治療部位に送達されること、及
び第２カテーテルが第２カテーテル遠位端近くの側壁に開口部を有し、第１カテーテルの
側枝管部を通すことを可能にすることを特徴とするインターベンショナルデリバリーシス
テム。
【請求項１２】
　側枝管部が開口部を通り、主管部に対し鋭角に配向している請求項１１に記載のインタ
ーベンショナルデリバリーシステム。
【請求項１３】
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　側枝管装具の少なくとも１ｃｍ分が主管装具と接触している請求項１２に記載のインタ
ーベンショナルデリバリーシステム。
【請求項１４】
　２つの遠位チップを有する分岐ガイドワイヤ；
　遠位端に、該２つの遠位チップの間に位置する側枝管部を有する第１カテーテル；
　第１カテーテルの周りに取り付けた、遠位端に主管部を有する第２カテーテル；及び
　第１カテーテルの側枝管部に取り付けた側枝管装具；を備えるインターベンショナルデ
リバリーシステム。
【請求項１５】
　２つの遠位チップが反対方向を向いている請求項１４に記載のインターベンショナルデ
リバリーシステム。
【請求項１６】
　２つの遠位チップのうち一方が先端である請求項１４に記載のインターベンショナルデ
リバリーシステム。
【請求項１７】
　２つの遠位チップのうち一方がカテーテルを進めるのに役立つ請求項１６に記載のイン
ターベンショナルデリバリーシステム。
【請求項１８】
　２つの遠位チップのうち一方が逆向き端である請求項１４に記載のインターベンショナ
ルデリバリーシステム。
【請求項１９】
　逆向き端が主管部の側部から突き出している請求項１８に記載のインターベンショナル
デリバリーシステム。
【請求項２０】
　逆向き端が側枝管から引き戻すことができる請求項１８に記載のインターベンショナル
デリバリーシステム。
【請求項２１】
　第２カテーテル上に回収チューブをさらに備える請求項１４に記載のインターベンショ
ナルデリバリーシステム。
【請求項２２】
　回収チューブが側部から逆向き端を突き出させることが可能な開口部を有する請求項２
１に記載のインターベンショナルデリバリーシステム。
【請求項２３】
　先端チップと逆向きチップが回収チューブの中へと引き込まれるように回収チューブが
配置される請求項２１に記載のインターベンショナルデリバリーシステム。
【請求項２４】
　第１カテーテルは側枝管装具の一部分を主管装具本体のシールスリーブ内に維持して十
分な係合を確実なものにするためのポジティブストップ機構となるクロッチをさらに備え
る請求項１に記載のインターベンショナルデリバリーシステム。
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